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《ましカミき

現在大都市では、過度の人口集中、地価の高騰、これに乗じた地上げ屋の暗躍、立ち退き要

求に怖やされる借家住まいの高齢者、狭い我が家に住む高齢者も戦後の老朽住宅の立て替えも

ままならず、一定の広さの土地を持つ人々 だけがアパート・マンション経営、彼等さえ高額の

相続税対策に頭を痛めているのが実状。

ましてや地方の農村部では、若者の流出に伴う過疎化は一層深刻になるばかり、頼みの農業

生産も減反政策と農産物自由化に挟まれ展望を見い出せない状況、加えて、高齢化が進めば営

農もままならず、老後の資金さえ底をつき、農地・宅地は自己所有であるが、息子・娘が村に

帰る訳でもなし、さりとて、子供が住む大都市の狭いアパートで老後を送るのも、農地を手離

そうにもただ同然、医療福祉施設もやはり過疎、福祉サービスも効率論と自治体財政逼迫の前

では力なし。

農村地域では、若年層の都市流出に伴い、過疎化が進行し、高齢人口率が高いうえ、高齢夫

婦世帯や高齢単身世帯が増加している。しかし、これらの地域の医療福祉サービスは、量・質

ともに整備がおくれている。この理由は、①医療福祉サービス需要量の集積が少ないため、必

要な施設やサービスのストックを確保しても効率が悪い。また疎住地であるため、サービスの

移動効率が悪い。このため経営収支バランスがとれず、民間のサービスが期待できない。②自

治体も財政逼迫で、整備費用を十分に確保できない。③農家の人々 は、都市のサラリーマンに

比べて、老齢年金等を含めた老後生活資金の蓄えが少ないため、高価なサービスは享受できな

い。等である。

以上を解決するには、収支を考えずに国政レベルでサービスを行うのが第一である。これが

不可能であれば、農村で可能な方策を見つけ出すしかない。しかし、農村にある財産は農地だ

けであり、価格の高低は別に、この農地を活かすしか方法は無い。

農地を活用しようとすれば、どのようなメリット、デメリットがあるか？現在の政策のどこ

に問題点があるか？本当に医療福祉サービスに結び付くか？を明らかにしようとした研究が本

報告である。
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１－１．研究の目的

我が国では、都市に比べて、農村の高齢化度合は著しい。この高齢化現象の影響で、特に農

家では、要養護老人の独居や老夫婦世帯の増加がしている。このような後継者不在の高齢農業

経営者は、耕地放棄に走らざるを得ない場合が多い。一方、高度経済成長以降、人口密度の低

下した農村部では、需要の集積が期待できないことも原因して、医療福祉サービスの欠損が指

摘されていた。高齢者の増加は、これに一層の拍車を掛けることになっている。このように、

我が国の各地の農村では、医療福祉サービスの低下と土地利用計画の破綻の２面から危機に曝

されている。

本研究はく後継者が居ず営農継続が不可能な農家が所有する農地に、個別的な小作制度では

なく、第三セクターによる土地信託制度を導入し、受益金を高齢者の医療福祉サービス費に活

用するとともに、耕地放棄に伴う農地荒廃に歯止めを掛け、農地流動化の促進と中核経営者の

規模拡大を進展させる方策を見い出そうとするものである。

このように、土地信託による受益金を高齢者の医療福祉サービスに当てようとする考え方は、

武蔵野市や世田谷区太子堂の方式に似ているが、両方式とも地価の高い大都市での試みであり、

土地信託のみで高齢者の医療福祉サービス費の大部分を捻出できるという特徴がある。一方、

本研究で対象とする農村の農地は、売買価格が低いうえに、貸付け価格も非常に低いというハ

ンディキャップを抱えている。このため農地の信託受益金のみで医療福祉サービス費を生み出

すためには、数ｈａの農地を所有していない限り不可能である。

具体的には、一般に先祖からの土地として手ぱなしたがらない農地を信託制度に乗せること

により、①信託収益を上げること②農地の流動化・集約化をはかることを主な目的としている。

特に農地の流動化・集約化を目的とした信託は、農地の有効利用と基盤整備の節減効果を生み、

農村における土地利用計画策定の基本理念を作り出す役割を果たす。さらに収益と節減費は合

わせて、高齢者の医療福祉サービス費用に充当することが可能である。
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図－１農地信託制度の概念



１－２．研究の方法

研究に当たっては、以下のような方法で調査分析を進めた。

①統計資料分析による鹿児島県下各市町村の類型化と現地調査地区の選定ｂ

高齢化人口率、独居老人率、高齢者夫婦世帯率等の人口高齢化指標と農地転用率、農地改廃

率、耕地面積率等の農地状況指標をもとに各市町村を３つに類型化するとともに、都市化の

状況地形などで５つに類型化し、この組み合わせで、農村の特徴を区分し、調査対象地を選

定。

②農村住民の医療福祉サービス要求に対するアンケート調査。

福岡県筑後地方と鹿児島県国分を対象に福祉医療サービス要求調査のアンケートを1400票（回

収結果）行った。

③鹿児島県下５町におけるヒアリング調査

高齢化の典型５町において、後継者不在で世帯主６５才以上の農家を抽出し、耕作農地の住

所、所有関係、作物、農業・農業外収入、将来の農地利用方法、医療福祉サービスへの要望

等１３５世帯でヒアリングを行った。

④土地利用計画の策定と信託収益モデルの構築

上記５町のうち３町を選定し、フィジカルな土地利用計画を策定した。さらにこの地図上に

農地をプロットし、具体的な事例として実際の農家が土地信託で得ることのできる収益を算

定した。

⑤①～④の結果を分析し、農地を信託する際に、障害となったいる問題点を抽出し、解決に対

する提言を行った。

－２－



二Ｌ－Ｓ‐屋碁木寸ＣＤ 匡室謬葵ﾈ屋『社ニサーーピニヱ三雲ラボ盲

【はじめに】本論文では、地域都市や周辺の近郊農村部で行なっ

近年、高齢化社会の進行に伴い、高齢者のための医たアンケート調査と高齢化農村地域で行なった聴き取

療・福祉施設及びサービスに対する要求が、多梯な傾り調査をもとに、医療・福祉の施設やサービスへの要

向を見せている。大都市及びその近郊の地域において望、住まい方の要望、農地の使い方の要望などを明ら

は、多標な要求芝現実化するための資本やノウハウがかにし、類型化を行ない、それを基に、福祉施設計画

豊富に存在するため、施設サービスの提供が盛んに行の展望と地域の土地利用モデルについて述べる。

なわれている。一方、過疎化と高齢化の進んだ農村地【研究の方法】

域や地方都市では、要求の集積が期待できないことも．本論文では、最終的に施設計画の展望と土地利用の

あり、施設・サービスの欠損が指摘されている。モデルの提案を行なう訳であるが、そのためには、ｌ）

【研究の目的】鹿児島県下の市町村の高齢化の現状老把握する。２)そ

本研究は、耕作者が不在になったり、農地を放棄しれらの地域における、施設・サービスに対する要望、

て、荒廃している農地に対し、信託制度を導入して、農地流動化の現状と要望を明らかにする。３)それらの

有効活用することにより、高齢化･過疎化を原因とす地域における行政側の施策･対応を明らかにする。

ろ地域的な農地の荒廃に歯止めをかけ、同時に、得ら調査の具体的内容は、１)に関しては．資料・錦憧

れた収益を高齢化農村における医療・福祉サービス体もとに分析､･類型化を行なった。２)の施設・サービス

系整備の財源の一つのして活用するために、その方策に対する要望は、福岡県筑後地方と鹿児島市・国分市

を探ることを目的としている。におけるアンケート調査により明らかにした。これは、

土地信託とは、委託者（土地所有者）が土地芝有効鹿児島県下の高齢化農村地域住民は、老人医療・福祉

に活用し収益をあげることを目的として、受託者〈信サービスに対して非常に現状追認主義であるため、社

託銀行）に土地を信託し、受託者は、その目的に従っ会学者によって行なわれた調査においても、都市的要

て土地の管理・運用をして、その成果芝配当として受求は顕在化していない。それは、農山村住民が福祉を

益者に交付する仕組みをいう。 依然として済民対策としてとらえ、住民の権利として

現在、大都市圏においては、住宅やピル建設を用途考えていない結果でもある。本来の研究対象地域であ

目的とした土地信託が盛んに行なわれ、それなりの成ろ鹿児島県下高齢農村で、施設計画に結び付けるため

果渥あげている。しかし農地を信託するとなると、そのアンケート調査を行なっても、要求は顕在化しない

の用途目的はもちろんのこと、信託を必要としていたものと予測される。この理由により、九州の典型農村

り、信託に値する農地がどのような地域に、どの程度地域であり、住民の医療・福祉サービス要求も都市並

の規模で存在しているかも不明である。さらに､"農地みに顕在化するであろうと推測される福岡県筑後地方

を対象として信託を行なう場合、既存の土地信託制度と鹿児島県の中でも都市化されている鹿児島市と国分

（「都市型」信託制度）が、どの程度流用できるかも市芝、本研究の調査対象地域として選定した。また、

不明である。また人口や地価など、土地問題に関する農地の流動化の現状と要望は、将来、農地信託制度導

要因が、大都市圏とは大きく異なる高齢化農村地域で、入時に、農地信託制度の対象となる様な世帯に対し、

農地信託のみで、医療・福祉サービス体系を整備でき直接調査老行なわなければ、要望を把握できない。そ

る程の高い収益が上げられるとは、予測し難い。そここで高齢化率などを基に、鹿児島県下から５ケ町を選

で、既存の医療・福祉賀や農地の荒廃を未然に防ぐこび、聴き取り調査を行なった。

とによって節約できる農地の基盤整備費や圃場整備賀これらの調査から、施設展望を明らかにして、同時

などを有効に活用する方向で検討するべきであろう。に地域全体からみた土地利用の方法を提案する°

－３－



大諦市周辺

〔アンケート調査の結果】

アンケート調査の対象地域や朔日、配布及び回収方

法、回収奉等に関しては、表－１に記す。

老後の生活の考え方を明らかにするため、「老後の

始まる境」（図－１）について聞いたところ、「体の

自由がきかなくなったとき」が最も多く、次に「年金

で生活を支えるようになったとき」、「仕事や家事を

やめたとき」となり、大都市.周辺の住民の意見と異な

る。老後の生活観（図－２）は、「仕事を続けたい」、

「社会に参加したい」、「他人と付き合いたい」と大

都市周辺と同じような傾向にあるが比率は低い。

現在の住まい（図－３）は、９１．０％と持家率が

非常に高く、そのうちの約９割は「現在の住まい」す

なわち「老後の住まい」と考えている。老後の住まい

方について、「夫婦２人共に健在である場合」（図一

４）を仮定すると、約６割が「夫婦２人で著す」と答

え、次いで「子供夫婦と同居する」となる。「施設」

.と答えたのは、わずかである。「配偶者に先立たれて

一人になった場合」を仮定すると、「一人暮し」を望

むのが減少したのに対し、「子供と同居」や「施設」

を希望するのは増加した。また、「何らかの理由で施

設に入居することになった場合」、どのような施設を

要求するか老聞いてみると、「公的接閏の施設」（４

３．０％）、「民間の施設」（１７．３％）、「老人

病院」（１０．０％）の順であるが、「利用したくな

い」が２２．１％と多い。施設の立地条件については、

「自然環境のよい郊外」で「現在住んでいる地域」と

いう要求が高い。

老後の生活において、「身体が弱ってケアを必要と

したときどうするか」（図－５）と聞いてみろと、最

も多かった答えは「配偶者に世話して.もらう」であっ

た。以下「子供夫婦の世話になる」、「施設・サービ

スを利用する」の順である。「配偶者による世話が期

待できなくなった場合」を仮定すると桑「子供夫婦の

世話になる」や「施設。サービスを利用する」が増加

するが、子供夫婦への依存の割合に差異が認められろ。

さらに「自分や配偶者の両親への介護経験」の有無に

ついて聞いてみた。「以前したことがある」や「現在

していろ」を合計すると、全休の６４．７％が介護経

験者ということになる。経験者の数は年齢の上昇と共

に増加する傾向にある。介護経験者の男女比は女性が

.’

対ヱ地域対雲鰭擁難民市日銑呈壱な回“豆硬塞
三段趣方40斑~邸送旦電１０/511／７１９８９１０８７５４．７

記雪雨意40亥~画瞬|直履１０/Ｉ211,/４－…'－－
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農村誼壊・地方蔀市

多く、また女性は配偶者の親の介護経験も男性に比べ

て突出して多いことから、家庭内での高鈴者介護は主

に女性が行っていることがわかる。

医療福祉サービスの知識（図－６）は、「老人ホー

H＝１４０７（％）
記傷者がいない増合

識鍵I譲蕊蕊i蕊議蕊議蕊蕊蕊議#i79.0

驚灘議蕊蕊蕊譲鍵蕊蕊蕊６２．８

蕊議蕊灘鍵識蕊鍵蕊蕊５４．９

鍵鱗１４．７

蕊識14.6

識9.7Ｍ=1407

5．３

Ｈ＝１４０７〈％）

淀設騨葬剥．、＞
…砧

その他･不調Ｉ’１，唖

ム」や「 ホ ー ム ヘ ルパー事業」、「入浴サービス」 に 配 偶 者 戸
子供夫野蕊蕊］

ついては高い。一方「中間施設」や「ディサービス」、

｢ｼﾖー ﾄｽﾃｲ事業｣などの比較的新しい施設やサ大垂国璽
1

1..4-ｉ

17.71

020.040.060.080.0（％）

図－６潅受・サービスの知逗戻乏

’一ビス恒ついては、都市周辺庭較べて低い。在宅サー

ビスへの要求は諺「給食サービス」が最も多く、次い

で「訪問看護の医療サービス」、「入浴サービス」、

「掃除・洗濯」の順であり、必要最小限度のサービス

が上位にあげられている。施設サービスへ⑦要求は、

「２４時間体制の介護」や「看護婦の常註」、「医師

の常駐」の順にあげられ、施設内での完全看護・介護

体制が強く皇室れている．生きがい対策のひとつとし

て「カルチャースクール」についてどのような講座を

望んでいるか聞いてみた。これに施設内の室名・設備

名芝対応させてみると、多目的な教室やアトリエ・調

理室の要求が高い。

〔老後の生活頁］

老後の生活の基竺となる生計を支えるための老後の

生活資金についてであるが老後の生活資金を「準備し

ている」人は５割であるが、そのうち約４割が「不安

を感じる」と答えてぢり老後の生活資金の充分な単備

の匿霊さが感じられる．また、どの程度必要と考えて

いるかを尋ねたところ「１千万円以上２千万円未満」

（25.0％）「２千万円以上３千万円未満」（24.3％）

と合わせて約５割に達している。これを首都圏で行わ

れた富国生命の調査でみると「３千万円以上５千万円

未満」（25.4％）「５千万円以上１億円未満」（23.2

％）の順となる。（図－７）

次に、老後１ヶ月あたりの日常の夫婦２入の生活費

を尋ねたところ「１５万円以上２０万円未満」（31.0

％）という回答が最も多酔った。この中で年金。恩給

の占める割合は「１０割」（20.9％）「８割」（12.7

％）が多く、高齢の層ほど年金°恩給の占める割合が

高くなる傾向がある。（図－８）

〔医療福祉サービスの頁用］

有料老人ホームには一般に入居金（入居権利金）を

支払って入居する。また、入居時に支払う入居金以外

に月々の管理費を支払わなければならない．これには

H＝ｌＯＳ９（％）
配属者弓６Fいない署合

－５－

蕊聯曇
８

N＝１０５９、（％ ）

図－５老後の自分の介護者

ひ１０－０20.030.0（％）

図－８老後の生活頁（１ケ月あたり）
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講座が盛んに開かれているが、これらに対して１ヶ月

あたり支出できる類を尋ねたところ「３千円以上５千

円未満」（34.6％）「５千円以上１万円未満」（28.6

％）「３千円未満」（20.5％）の順になる。（図－１３）

ｑ

図－１２

懲識謹鍵議蕊窒謹’．３万F1乗詞

3曹昇装詞
5万円易ＬＥ

ｌＯ万門乗

１０万円風_と

不堺

2ｚ、３

通常、介護頁・サービス費も含まれているが食費は含

まれないことが多い。まず、入居全についてどの程度

を考えているかを尋ねたところ「１千万円未満」〈５３

．３％）という回答が最も多かった。これは一般の有料
老人ホームの入居全の１５００万円～２５００万円位
からみると低いものとなっている。（図－９）

また、食頁を除いた管理費について１人あたり１ヶ月

にどの程度を考えているか尋ねたところ「３万円以上

５万円未満」（36.5％）「３万円未満」（Z2.3％）と

合わせて約5割に達している。これも一般の有料老人
ホームの管理費の８万円～１０万円位からみると低い‘
（図－１０）

次に、麦ざ妄な在室サービスに対して１人あたり１

ヶ月に老後の生活頁から支出できる慧額を尋ねたとこ

ろ「３万円以上５万円未満」（28.6％）「１万円以上

３万円未満」（26.4％）と合わせて５割を越える。し

かし希望する在宅サービスは支出できる差額とは雲関

係に回答が寄せられている。ちなみに志武蔵野市福祉

公社で不動産を担保くこ福祉サービスを蕊入している人
の零口５９年度月平均蕊入額は１４万６９２円である。
〈図→１１）

ショートステイについてはサービスの概要を簡単に

説明した上で一泊あたりどの程度の料金で利用したい

か尋ねたところ「３千円以上５千円未満」（37.9％）

という回答が最も多く、「１万円未満」と考えている

人が８割を苗える。筑後地方と鹿児島。国分地方を比

較してみると、鹿児島・国分地方が安い料金芝希望し

ている。このことはこの項目ばかりでなくどの項目に

も言える傾向である。（図－１２）

[カルチャー教室の費用］

高齢者の生きがい対策としてカルチャー教室などの

鍵鍵識鍵蕊雲霧蕊議議鍵謹 ３５．認蕊蕊蕊蕊蕊§蕊霧謹蕊蕊謹謹慧
一
コ

凝議{蕊蕊議蕊蕊蕊蒙'22.8

§,.8
篭蕊議蕊鍵蕊謝'6.6

N＝１４０７

０１０．０２０･ｑ３０．０．（汚）
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【今後の福祉施設・サービスの可能性】スの普遍化と供給システムの整備の方法づけが必要と
今後の高齢者福祉政策は、地域のおける在宅ケアをなる。提供システムの整備には、福祉施設のところで

中心として展開され、その展開の中で福祉施設の可能も触れたように、現在ある入所型の福祉施設が、在宅
性を考えなければならない。アンケート調査の要望でサービスだけでなく、地域サービスの拠点となること
もあった「在宅志向」の中での福祉施設の役割は、入である。さらに、最近話題となっている在宅支援型の
所型の福祉施設が、要介護者だけを入所させるのでは施設＝中間施設差設置し、在宅サービスだけでなく、
なく、在宅で生活する介護の必要な高齢者への在宅サ通所サービスとしてのデイサービスやショートステイ
ービスや様々 な地域サービスの拠点となることだある。などを行なう機能を盛り込んでいくべきである。この
また、入所型の福祉施設としては、アンケート調査ことは、老人福祉法の改正により、老人ホームへの短

の中でも一番問題になった施設への入居金やその後の期間入所等として、新たにショートステイ事業及びデ
サーピス費・管理費などの費用が、今後の課題となるイサービス事業について法律上の事業として位置づけ
と思われる。年金の成熟や公的費用の軽減により、ほられているので、事業的にも今後可能性があると患わ
とんどが自己負担となり、このため民間のシルバー産れろ。また、現在行なわれている給食（食事）サービ
業との競合も予想されることや、とかく費用と現在実スや入浴サービス、ホームヘルパーの派遣などに再度
施しているサービスのバランスがとれていないと批判智.検討を加え、充実させなければならない。これらのサ
される中で､自由競争の市場でいかに低コストで高畠一ピｽが高齢者のﾆーヌに答えるためには､アンケー
質の内容のサービスを提供するかが、これからの福祉卜調査であがったように、サービスと費用の問題があ

，／

施設の可能性である。る。在宅サービスが、所得《こ関係なく行なわれること
老人福祉法の改正に伴い、老人ホームへの入所措置は、当然高所得者には有料サービスで対応することで、

等は、これまで国の機関委任事務として、具体的な入「買う福祉」の比率が高まると思われる。また、サー
所要件、措置の基準等について国が通知により詳細なビスの内容と費用のバランスを保ち、高齢者の需要に
基準を示し、それに基づいて全国で画一的な運用が行十分に応じられるサービスを供給するには、公的施策
なわれていた。これが団体委任事務化されることによだけでなく民間の活力を導入することが大切である。
り、入所要件等については地方公共団体等が、地域の在宅が定着してくると、高齢者の介護にまわる人に
実情に応じて、法律に規定されている要件範囲ないで、ついてや在宅の設備についても配慮が必要になってく
国が示すガイドラインを参考にして独自に定めることる。特に女性は、アンケート調査の結果からみても、
になる。したがって、増々 地域に密着した施設とする介護経験があるのは女性が多く、身辺介護を任せる相
ことができるのではないか。手としても女性が多く、また女性が介護を任す相手と
費用の負担に関連しては、負担の能力のない人へのして施設・サービスをあげている割合が男性より多い

対策が、負担の能力のある人に全く別の意味で行なわことなどから、女性への負担を軽減し、女性への配慮
れる可能性があるので、これは絶対に避けなければなのある充実した在宅サービスが望まれる。設備につい
らない。

ては、高齢者が住まいやすいように住宅に設備を加え

今後の高齢者福祉で、在宅サービスは重要なボインろための資金援助を行なうことが必要である。
卜を握ると思われる。アンケート調査の結果にみられ【農地流動化の考察】

ろように、高齢者の在宅志向はかなり強く、今後の在農地の登録状況をみると、本人・配偶者名義となつ

宅福祉の可能性は大きい。ていない農地が、かなり多いことがわかった。農地の

まず、在宅サービスの対象であるが、要介護人・健名義変更に際しての法的手続きの困難さと金銭的な問

常人に問わず、所得の多寡にとらわれることなく、高題が原因と思われる。老後の土地の処分に関しては、

齢者が持つあらゆるニーズに応じて、サービスが提供子供が他の都市に在住して、農業を営んでいない場合
できることが必要である。このため在宅サービスのたでも、「移譲する」と回答する例がかなりある。この

めの新しい提供システムの開発が、それぞれの地域にことは将来的に、耕作者の不在な農地が増加すること
根づいた形で行なわなければならない．また、サービを意味している。

－８－



【研究の目的】

近年農村では、後継者不在や豊業従事者の高読化が

進み、農業生産条件の劣悪な地銭を中心に、耕作放棄

による農地荒廃面積の増大が進んでいる。一方、若者

の流出に伴い、要介護老人の独居、又は老夫婦世帯の

増加等、医裳・福祉サービスのニーズも増えている。

このように高齢化した農村では、農業的土地利用、医

療・福祉の二面から危機に雲されている。

本研究は、後謎者居ず営農継鏡が不可能な農家が所

有する農地に、個別的な小作制度ではなく、第三セク

ターによる土地信託制度を導入し、受益金を高諦者の

医裳福祉サービス費に活用するとともに、耕作放棄に

伴う農地荒廃に歯止めを掛け、農地流動化の促進と中

核経営者の規模拡大を進呈させる方策を見いだそうと

するものである。

具体的には、一般に先祖からの土地として手放した

がらな農地を信託制度に乗せることにより、①信託収

益を上げること②農地の流動化・集約化をはかること

を主な目的としている。特に農地の流動化・集約化を

目的とした信託は、農地の有効利用と基塁整備菱の節

減効果を生み、農村における土地利用計画策定の基本

理念を作り出す役割を果たす。さらに、収益と節減費

は併せて、高識者の医療・福祉サービス費用に充当す

ることが可能である。

【研究の方法】

本研究では、後難者が不在の高齢者農家世帯の営農

状況、農地流動化の現状、老後の住まい方の要望等の

聞き取り調査を行った鹿児島県下五町の中から、調査

を行った高齢化農家世帯の農地の位置を地図へプロッ

トできる三町（薩摩町、日吉町、松元町）において、

町の土地利用計画を作成し、その計画に従い、高齢者

農家世帯の農地の耕作放棄後の貸付け、及び売買によ

る収益試算を行い、農地信託制度における収益モデル

を作成した。

さらに、作成した収益モデル、あるいはこれまで行

ってきた調査等から農地信託制度の問題点を明らかに

し、その涛決のための方策をフイジカルな土地利用計

面の面からと政策課題の面からメニューとして提示し

た。

【土地利用計画の方向】

町の土地利用の現況、農振法による農業振興埋域整

備計画、農業生産基塁整備の現状及び計画等を基に以

下のような土地利用計画を作成した。

農用地については、①豊援法による皇用地区議、②

農振白地のうちの中である程度まとまっており、有効

利用が出来そうな地域を農用地とした。

集落区域については、住居がある程度集まっている

地域（密居、集居、散居地壌の一部）をあてた。

工業用地は、長期的な工場立埴計画のある地域を工

場誘致地域として工場用地とした。

公共施設用地、道路は可の農村総合整備計画に従っ

た。

現在、農村においては都市計画の調度のような将来

の土地利用を秩序づけるような規範は見られない。

優良農地については、農援法による農用地区浅設定

によって保全を期することが出来るものの、集落介在

農地や農振白地農地については、その利用について何

等方向性を示すことが出来ず、スプロール等を招いて

いる。よって、非農用地を含めた将来の土地利用計画

を策定し、雲昧な土地利用が許される部分を減らし、

土地利用の秩序化を図っていくことが重要である。

【耕作放棄後の農地の収益試算】

耕作放棄後の農地の収益試算を行うために、全国農

業会議所が毎年行っている田畑売買価格等に関する調

査、町の標準小作料から豊地の収益試算のための価格

表を設定した。

この表と土地利用計画図を用いて、高読者農家世帯

の耕作放棄後の貸付け、及び売買による塁地の収益試

算を行った。具体的には、高齢者農家世帯の所有する

農地を一筆ごとに土地利用計画図にプロットし、農地

は土地利用計画に沿って利用されるものとし、貸付け

及び売買の場合に分け、蔓地の地目、現在の状況等か

ら価格表の価格を選び、農地の面積と価格を掛合わせ

た合計を収益とした。
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この結果、耕作放棄後の農地の収益試算を行うと、

農家の所有する農地の位置、状況、周辺の状況等によ

り収益が大きく左右されることが判る。

いずれにしても、信託収益の農地売却収益に比べた

比率が非常に低く、1.67％～2.65％にしかならない。

この値は預金金利に比べてもかなり低いうえに、優良

地ほどこの比率が低くなることに問題があることが判

調した。

【農地信託制度の問題点】

１．農地信託制度の譲念

農地信託制度を活用した高齢化農村の医療・福祉サ

ービス体系の濠念として（図－１）のような済れが考

えられる。

営農継鏡が不可能となった農家は農地を受託議関に

信託し、受託溌関は信託された農地の運用方法を検討

し、農地として、あるいは転用して非農地として貸付

ける。農地として貸付けられた場合は、その小作料が

収益として得られる。非農地として賃付けられる場合

は、公営住宅用地や公共施設用地としての運用が考え

られ、その賃貸による収益が得られる。

これらの収益によって、高齢者は在宅サービスや旋

設サービスの料金を払うことができ、また収益の一部

は地域ケア施設の充実に当てられる。

Ⅱ、問題点

このような農地信託制度を活用する際、土地利用の

面からどのような問題点が存在するのかを明らかにす

る。

まず、調査をおこなった薩摩町・日吉町のような過

疎農村では、宅地等の非農地としての運用はあまり期

待出来ず、農地としての運用が主となるであろう．こ

のときに、信託された農地を採算が取れるように集約

出来るか（信託農地の集約化）の問題があげられる。

次に、誰がこれらの農地を耕作するか（信託農地の

耕作者）の問題があげられる。後継者の不在や農業従

事者の高齢化によって耕作放棄が進む過疎農村で誰が

耕作をして収益を上げるのか。

また、うまく耕作されたとしても収益モデルから判

るように、これらの収益では十分なサービスが受けら

れない，もっと収益を上げられるようにならないのか。

持っている農地の条件で収益が大きく変化してくるが、

この柊差をどう縮めるのか，等が問題点として考えら

れる。

Ⅲ、問題の特貢と解決の可能性

く信託農地の集約化＞

農業生産は強い空間的な限定を受け、経営規摸を拡

大できる地理的範囲は、一定の地壌内（通常はせいぜ

い近隣の数集落の範囲内）に限定される。また、借地

する農地の分散化は移動距離の増大と移動コストの上

昇を招く。（表－１）は薩摩町においてプロット出来

た農地（一筆ごと）の所有形態と自宅からの距霊をク

ロスさせた表である。大抵の農地は自宅から900ｍ以内

に存在している。これは、信託農地の集落内での集約

化の可能性があることを示していると言える。

表－１農地の所有形態と自宅からの距誰
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＜信託農地の耕作者＞

構造政策では中核的担い手農家に萎埴を集約する経

営規模拡大を推進しているが、なかなか進呈していな

い。信託農地の後継者として、第一に中核的担い手皇

家を考えることが出来るが、それぞれの地浅の実態、

特に兼業化、高齢化の浬度や、中核的担い手農家の存

在状態等に応じた対応策が選択されなければならない。

＜小作料＞

農地の収益試算の考察において、信託収益の売却収

益に対する割合が低いことを指摘したが、信託収益が

低いのは小作料が安いからなのか。

小作料は粗収益から生産費を控除し、かつ耕作者に

－１０－



一定の経営者報酬を付与した残余を小作料とすること

を基本としている。

小作料＝粗収益一（物財菱十雇用労勤養

十家族労働費十資本利子十公租公衆）

一経営者報酬

薩摩町の上田での米の標準小作料2万2000円の場合を

みてみると、粗収益が米480kgその他で16万646円、生

産費が家族労働菱3万4620円を含む１３万2496円、その差

２万8150円のうちの2万2000円が小作料とされている。

こうしてみると小作料が安いということは言いがたい。

すなわち、農村の地価や信託収益は現在の土地の生

産性に比例している結果、都市並みのサービス購入菱

に見合っていないのが現状である。逆に言えば、大都

市の土地価格が正常ではないことの証拠でもある。し

かし、農麹を放棄することは政策的にも問題が大きい。

このため、公的な棲関への土地信託、または譲渡の場

合に限定し、価格の上乗せを行なう必要があろう。こ

れは現在多額の投資がなされている尋業基霊整備菱の
一部を農地荒廃防止基金として活用することなどが考

、えられる。

【まとめ】

調査分析の結果、①農地所有の名義変換や合筆が進

んでおらず、信託前の手鏡きが大変である。②現状で

は、農地貸付け価格が安く銀行金利にも及ばない，③

基霊整備と農地流動化政策に整合性がない。(茎農地の

貸付け・売買価格体系に統一性がない。など、農地に

信託制度導入を阻害する要因が明らかになった。

今後の具体的施策としては、農地の流動化と集約化

を見通した、総合的土地利用計画を策定し実行する、

基霊整備菱の一部を農地荒廃防止・流動化促進基金と

して活用し、優良農地の信託を後押しする等の検討が

必要である。

『

図－２日吉町の土地利用計画
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１－５．考察

①鹿児島県における高齢化農村の類型化

鹿児島県下の全市町村を、３つの指標を用いながら、地域類型化を行った。３つの指標は、

高齢化指標（高齢化人口率、高齢夫婦世帯率、独居老人世帯率、在宅ねたきり老人率）、農業

特性指標（農家率、高齢農家率、農地面積率、農地放棄農家率）、地域特性指標（都市型、都
市近郊型、平地農村型、山間部型、離島型）である。

この指標をもとに、農家率の高い地域を選定した。さらにこれらの地域の中から農地荒廃率

の高い地域をしぼり込んだ。次いで、高齢農家率の高い町を選び、地域特性指標で分類した。

この結果、平地農村型２町、山間部型２町、都市近郊型１町が典型例として、調査対象地区と
して選び出された。

②農村住民の医療福祉サービス要求

農村住民４０才以上の人から、約１４００通のアンケートを回収した。この結果を大都市周

辺を対象に行われたアンケート結果と比較すると、概略以下のことが指摘される。

老後の介護を誰に（どこに）頼むかでは、夫婦の場合も配偶者を無くした場合でも、施設に

入居したいとする回答率が高いのは、農村住民である。

老後の資金に必要な金額は、大都市周辺住民は農村住民より’千万円～２千万円多いものを

想定している。このうち農村住民は、有料老人ホームに入居する場合でも１千万円以下の入居

金を前提としている。農村住民が想定している在宅福祉サービス費用は、1ヶ月当たり1万円

～３万円が２６％、３万円～５万円が２９％の回答で、ショートスティの必要経費も１日５千

円以下なら利用するという人が６０％を占める。

すなわち、農村住民は、福祉サービス費用も都市よりかなり低い金額を想定しているし、施

設やサービスに対する知識も、老人ホーム・ホームヘルパー・入浴サービス程度に限られてい

る。

③高齢化農家の営農状況

県下５町で後継者の居ない６５才以上の営農者にヒアリング調査を行った結果は以下の通り

である。

農業収入で１２０万円以上を確保している農家は非常に少なく、農業収入のｌ～１．５倍を

農業外収入に頼っている。具体的には、生活費の７０％～８０％を年金等に依存している農家

が最も多い。経営耕地も８０ａ以下という農家が５７％を占めている。

農地の所有形態をみると、耕作地がかならずしも自分（又は配偶者）のものとして登記され

ていない例が多い。すべての耕作地が耕作者（配偶者）名儀になっている農家は４０％しかな

い。耕作している土地の９０％以上は他人名儀という農家が２２％にも達し、農地の名儀変換

がいかになされていないか、農家の土地に対する考え方が判る好例である。ほとんどの場合先

祖からの名儀のままで放置されている。

自分の農地を他人に貸付けている農家も多い。全農家の６０％以上は、自分の農地の１０％

－１２－



未満を貸付けている。しかし、全農地を貸付けているという人は調査例のうち６．７％にすぎ

ない。

ところで、このヒアリングの際老後の生活のあり方を調べてみると、老後一人きりになって

も現在地で自分一人で生活するという回答が多く、男性６０％、女性５０％にも達する。さら

に一人きりになって介護が必要となった場合、子供の家庭に移り住み介護を受けるとするもの

約１５％、子供以外（親族等）を現在地に呼んだうえで介護を受けるとするものが１０％に達

する。このあたりに農村住民の地域帰属意識が伺われる。

④土地利用からみた農地信託の課題

調査対象とした典型例２町で、土地利用現状と総合整備計画を加味しながら、信託収益モデ

ルを作成した。このモデルでは、実際の農家の農地を信託し、土地利用計画に合わせた地目と

し、小作料・売買価格の実態をデーターとして入力したものである。

ところで、農家の意識調査ヒアリングの結果では、耕作不可能になった場合、農地を売却し

たいとする人の割合は、３．７％にしか過ぎない。反面、移譲希望者は４３．７％、貸付け（信

託を含む）希望者は２６．７％にも達する。移譲希望者の割合は高率であるが、彼等の現状は、

後継者が居ない状態である。子ども達は、親と離れて生活を営んでいる場合が多く、親と同居

していても全く営農に携わっていない。このため、現在の耕作地が農地として耕作継続される

保障は全くない。

このため、所有地を耕地として永続させるためには、営農者が耕作不可能になった場合、農

地を信託制度に乗せ、耕地として活用し、所有者が死亡したら所有権のみ子どもに譲渡し、信

託を継続するのが最も有効な方策だと考えられる。

しかし、現状調査の結果、農地所有者の名儀変換や合筆が進んでいない。現在の基盤整備事

業は、農地の信託や貸付けを念頭においた、農地流動化政策と整合性を持った形では進められ

ていない。現在の農地では、貸付け価格と売買価格の間に統一性がない。このうえ、現在設定

されている農地貸付け価格(特に小作料Qが安く、銀行金利より大幅に下回っている。など信
託制度を進めてゆく上で、多くの阻害要因を抱えている。

このため、具体的には、信託制度および土地流動化促進のための基金作りや、信託を進めや

すいような、総合的土地利用計画を立てたうえで、基盤整備を進めてゆくなどの施策を導入す

る必要がある。
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日本建築学会九州支部研究報告
第30号昭和63年３月

農地信託制度を活用した高齢化農村の医療福祉サービス体系整備に間する研究

その１．住民の要求する医療福祉サービスについて

［１］研究の目的と位置付け

近年、高齢化社会の進行に伴い、高鈴者向けの医療

福祉の施設・サービスに対する要求が、多様な傾向を

見せていろ。特に東京・大阪等の大都市及びその近郊

においては、要求も多様であるが、要求を現実化する

ための資本等が豊富に存在するため、施設・サービス

の供給が盛んに行われている。一方、過疎化と高齢化

の進んだ農村部では、要求の集積が期待できないこと

もあり、医療福祉のサービスの欠損が指摘されている。

本研究は、高鈴化農村にぢける、医療福祉の施設・サ

ービス体系の整備に、農地信託制度を導入し、高齢者

の医療福祉サービスの充実と、農地荒廃に歯止めをか

ける事を目的とし、その方策を探るものである。今年

度は前段階として一般農村・地方都市におけるアンケ

ート調査屋分析することにより住民の要求を明らかに

した。

［２］アンケート調査の摂要

・調登対象地域

鹿児島県下の高鈴化農村地域住民は、老人医辰・福

祉サービスに対して非常に現状追認主義であるため、

社会学者によって行われた調査においても、郡市的要

求は頭在化していな(‘室'これは、農山村住民が福祉を
依然として済民対策として把え、住民の擢利として考

えていない結果でもある。このため、本来の研究対象

地域である鹿児島県下高齢農村で、施設計画に結び付

けるためのアンケート調査を行っても、要求は顕在化

しないものと予測される。この理由により、九州の典

型農村地域であり、住民の医療福祉サービス要求も都

市並に顕在化するであろうと惟測される福岡県筑後地

方と鹿児島県の中でも都市化されている鹿児島市・国

分市を、本研究の一次調査対象地区として選定した。

＊’第４５回西日本社会学会、保坂、吉良等の発表に

よる．

・鯛査の方法

アンケートの期日、配布及び回収方法、回収率等に

関しては、表１－１に記した．

＊l鹿児島大学助教授工博＊２同大学大学院

竃』、率２

正会員友情貴和Ｏ同宮脇ｉ告一

・アンケートの内容

アンケートはフェースシートと一般質問から成る．

前者は、年齢・性別・職業・家族構成等を、後者は施

設・サービス要望と利用料金の関係、老後の住室い方

等を、それぞれ問う内容となっている。

［３］集計結果

老後１ケ月あたりの夫婦２人が生活するのに必要な

金額を聞いた。最も多いのが「１５万円以上２０万円

未満」という答である。年金、恩給の占める比率は、

「８割」・「１０割」が多い。高年鈴の層ほど、年金

恩給が生活費に占める比率を高く答ている。

・老後の生活に必要な資金

老後の生活のための資金は、どの程度必要か聞くと

「１０００万円以上２０００万円未満」と「２０００

万円以上３０００万円未満」と答えた人の合計は約５

割である。（図１－２）

蕊１．－１

対衷

年齢

筑後地方 ４０～

鹿児局市
国分市 ２０～

逗石

方法

勢透

適鵬

１０万円乗測

１０万円以上
１５万円云飼

１５万円以上
塾０万円麦閥

回口

方法

箆遥

直限

2盟器金蝿目

喫布日
回喫

胸切日

１０／５ １１／７

１０／１２ 】】／４

ｌＺ，９蚕 ゲ ー

喫布政

１９８９

２５万円以上
３０万円天頂

３０万円以上

不 明

図１－１

蕊露園露騨豊蕊瑚１１．７

雷圏3,3

露霊園圃唖墨騒電調18.8
一一一一一一

１０．０．３０．０

老後の生活叉（１ケ月あだり）

８００万円棄飼 錘５．８

６１Ｗ§詰緊鋼属＝
１０００万円以上
．Ｚ０００万円垂倒

２０００万円以上
３０００万円緊濁

３０００万円以上
８０００万門乗飼

５０００万円以上

零 項

1０．７

図１－２老後の生活資金

回α政 回αエ

１０８７ ５４．７

５１５

30.0（％）
Ｎ＝１６０２

％）

Ｎ＝１６０２
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副葬可その園

老後の住吉い方｡…・・１人になったとき

凡刷

魔

且

図1－６
「何らかの理由で施投に入居する事になった場合」

どのような施設を要望するかを聞いてみると、要望は

全体平均で「公的凝聞の施設」（４４％）、ｒ民間の

施股」（１６％）、「老人病院」（９％）の順である

が「利用したくない｣が23%ある.特に39歳以下

の層ではこれが３３％になる。その他の属では特に年

齢と要望の相関関係は悪められない。しかし、「老後

の生活資金」との関係をみると、生活資金淑多い程も

「民間の施設」の要望が増え、「公的棲闘の施設」及

び「老人病院」の要望は減る傾向が見られる。（図１

－９）
、

。彼介護者くこなった場合(こついて

「身体が弱ってケアを必要とした時、どうするか」

という問に対して、最も多かった答は、「配偶者に世

話してもらう」（５４．９％）であった。以下、「子

供夫婦の世話になる」（１７％）、「施股・サービス

を利用する」（１１．３％）の順である。年齢や性別

による差異は理められない。次に「配偶者による世話

が期待できなくなった場合」を仮定すると、「子供夫

婦の世話になる」が約６割と増え、「施設・サービス

を利用する」も約３割に増える。この場合、年齢・性

別による差異は狸められない。（図１－７．８）

．〈鰯）

Ｘ=1６０２

■■■

・現在の住まいと老後の住まいについて

現在の住まいは大半の人が持家である（８５．５％

）。調査対象年齢が４０裳以上である筑後地方では、

持家宰は９４％になる。老後の住吉いは、８割弱が確

保済みで、そのうちの９２％は、「老後の住室い」す

なわち「現在の住吉い」である。（表１－２，図１－

３，４）

・老後の「住まい方」について

「老後はだれと一緒に暮すか」という問で、「夫婦

２人共に．健在である場合」を仮定すると、６０％の人

が「夫婦２人で暮す」と答え、次いで、２５％の人が

「子供と同居する」と答えている。「施設に入居する

」という答えは、わずか１．７％である。また、「配

偶者に先立たれて一人になった場合」を仮定すると、

「一人暮し」を望むものが約３８％であるのに対し、

『子供と同居する」と答えた人は４７％となり、「施

設」を希望する人は８％に増加する。〈図１－５，６

｜‘

(?薮全陸

「
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･介護経験の有雲について
、全俸

「自分や配偶者の両親の介護の経験」の有毒につい
凡酎

以

て聞いてみた。「以前したことがある」「現在して(、瓜

る」芝合計すると、全体の約８割が介護経験者という図１－１ｏ

ことになる．経験者数は年齢の上昇と共に増加する傾

畏一￥亀こど瑞回い･:．

介授媛験の有渥

、３．１

（％）

Ｎ＝１６０２

（％）

男.窪
向を見せるものの、「現在介護している」人は、４０

～５４歳の層で多くなる．介護経験者の男女比は５対
女憧

７の割合で女性が多い。また女性は配偶者の親の介護

経験も男住に比べ突出して多い。（図１－１０，１１

鰯睡蕊蕊M雪辱雨砺珂！
５ﾖ.１１０．．．:.:::::2.8:*.:.:｡:.

覇至訟つ元IエｂＬ奥へ天四ＵＬ夕い④《凶』－AＵ，』』 図１－１ｉ
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介腹経験の有麓住別

2.7

４０虞～
･在宅サービ スについて５４段

在宅サービスの要望は、「給食サービス」が最も高

４４．コ 18.7：.::.:.::..:､ｆｆｆ§･；::.･･::.

因１－１２介匝軽験の有謹年齢
写■

「１０万円未満」とした答を合計すると８割を越えろ。３万円丑渦

また、若い年齢層ほど低い金額を考えている。（図１３万円以上５万円乗濁

５万円遡上
－ １６）】ｏ万円麦君
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蕪＝１８０２

・シヨートステイについて

介護者が何らかの理由で老人老介護できない時、老

人を一時的に（一週間程度）預りお世話するショート

ステイ施設が、最近注目老浴びている。ここでは表ず．

シヨートステイ施段の知名度を調べてみたが、「知っ

ている」とした人は少なく（１５％）、「利用したこ

とがある」とした人はもっと少ない（０．２％）。次

にショートステイ施設の棲要を簡単に説明した上で、

一泊あたりどの程度の料金で利用したいか聞いたとこ

ろ、「３千円以上５千円未満」とした人が最も多く、

「１万円未満」と考えている人選合計すると８割を越

える．（図１－１７，１８）

・カルチャースクールについて

高齢者施設の中でも、カルチャースクール等を充実

させることは、利用者の教育・厚生面の向上、また施

設自体の付加価値の上昇など、大切な事である。ここ

では、どのような趣味の講座を望んでいるか聞いてみ

た。これに施設内の室名・設備名を対応させてみると

一般的な教室やアトリエ・調理室の要望が高く、スポ

ーツ用の設備・施設は、さほど要求されてないことが

わかる。吉た、これらの趣味に対して１ケ月あたり支

出できる総額はどのくらいか、という問に対しては、

「３千円以上５千円未満」という答が最も多い。「１

万円未満」と考えている人を合計すると８０％を越え

る．この金額と性別・年齢・生活資金との間には、そ

れぞれ特別な相開聞係は悪められない。（図１－１９，

２０）

［４］結請

以上の集計結果をまとめると次の搬になる。

１）家庭内での老人介護は主に女性が行っている。

２）住民の過半数が望んでいる有料老人ホームの入居

金と現実の入居金の平均（約１５００万円）の問に大

きな聞きがある。

３）それに対し月々の管理賀は平均（５万７千円）と

大体同じレベルである。

４）在宅サービスでは、「給食サービス」の要望が特

に高い．

５）宿泊と介護を同時に行うシヨートステイにもわず

か５千円未満での詰望者が６割も存在する。

６）カルチャースクールの中ては、スポーツ系の要望

が男女共に少ない．

全俸

Ｏ･Ｚ

凡例

ｗ用し亀画不同
瓦っている

ショートスデイの題名度図１－１７

静
一
一
篭

３千円棄濁

３千円以上・
５毛円表現

８千円以上
1万円麦飼

１万円以上
３万円乗詞

３万円以上
５万円麦潤

６万円以上

不 現

1Ｚ。?Ｚ

墨墨露翻鯛37.1

12ｺ.７

4０．０（％）
｡

Ｘ＝１６０２

１０．０２０．０３０．０

回１－１８ショートスディの画府（一泊あだり）

こ の 研 究 は 文 部 省 科 学 研 究 費 助 成 金 （ 一 般 Ｃ 繰 題

番 号 ６ ２ ５ ５ ０ ４ ３ ７ ） の 助 成 老 受 け た ． 本 恨 告 の 資

料は鹿児島大学工学部永田太基君、米盛和之君、の

卒業研究としてまとめられたものである．また医学的

見地から老人福祉に対する御助言を丸山病院の丸山泉

院長に頂いた．感謝の意を表します．

２０．０１０．０

回１－１９望んでいる鯛唾

廓湿''９
冒字

ペン習字
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エ甚

水味

ゲート鏡一ル

ョガ
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》
》
唖
叫

唾
唾
咽
唖
噸

､９

1０．０２０．０３０．０（％）
Ｎ＝ｌＳＯ２

１０．０２０．０３０．０４０．０〈％）
●一

回１－２０ カルチャースクールの買用（１ヶ月あたり）Ｘ_＝１６０２

３千円暴洩

３千円以上
５千円表洞

５千円以上
１万円表凋

１万円以上
３万円暴周

●

３万円以上

不明
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農地信託制度を活用した高齢化農村の医療福祉サービス体系整備に関する研究

その１，研究の目的と方法

○正会員宮脇浩一*２同友清貴和*’

同永田太基塊同米盛和之*２

【研究の目的】この財源をもとに医療・福祉サービスの経済的基盤を

近年、高齢化社会の進展に伴い、高齢者向けの、医構築すれば、高齢化農村では一石二鳥の効果が期待で

療・福祉の施設やサービスに対する要求が、多様化しきる。

ている。大都市では多様な要求に応じた様々 な施設や現在、土地信託と高齢者向け医療・福祉サービスを

サービスが供給されている。リンクざせ成功した例として、世田谷区の「太子堂方

しかし、高齢化と過疎化の進んだ農村地域では、要式」があるが、これは都市の高地価と高需要に支えら

求の集積が期待できないことから、医療・福祉の施設れている。高地価と高需要は都市における土地信託制

やサービスの欠損が以前から問題となっている。度を成功させている重要なポイントであり、現在行わ

また、高齢化と過疎化の進んだ農村地域では、要養れている土地信託の大半は、このような「都市開発型」

護人老の独房や老夫婦世帯の増加や高齢農業経営者のだと言える。

耕作放棄による荒廃農地面積の増大、農業後塞者の不しかし農村地域では、地価が安いため信託のみでは、

在など、農業経営面においても問題が生じている。医療・福祉に必要な財源を確保することは不可能と考
イノ

本研究は、後継者が不在で営農継続の不可肖旨な農家える。

に対し、耕作放棄による農地の荒廃も未然に防ぐためところが、１既存の医療・福祉政策費、２農地荒廃

農地信託制度を導入し、それにより得た資金によってを未然に防ぐことにより節約できる基盤整備又は圃場

高齢者の医療・福祉の施設やサービスを充実させるた整備費、３農地信託によって得られる収益の３者を合

めの方策と効果を明らかにすることを目的としている<せて利用することにより、高齢者への医療・福祉サー

具体的には、多くの過疎地を抱え、農家人口の高齢ビス財源を確保すれば、行政の経済バランスは保たれ

比率の高い鹿児島県をケーススタディとして、１農地ることになるだろう。

信託制度または他の制度との組み合せによる高齢者医本研究の要である、農村における土地信託では以下
療・福祉費用の捻出手法と経済性，実現性の検討、おの例が考えられる。
よび農地改廃に対する歯止め効果と農地基盤整備促進まず営農の継続が不可能な農地を一括集約して、一
に対する有効性２高齢者に対する施設サービス・在定の機関に信託する。受託者はこの土地を、地域の特
宅サービスの内容、サービス網の構築、サービスの中性により農地として貸付けろか、非農地として貸付け
核となる施設の配置計画、を検討しそれぞれに適切なるか分類する。農地として分類された土地は、大規模

経営農家に貸付けされるため、耕地面積がさらに拡大
提言を行おうとする研究である。

現在、効率のよい農業生産を目的とした、農業構造し、より大きな収益を上げることになる。この収益の

改善事業が盛んに行われている。これにより農業構造一部を受託者へ農地貸付料として支払う。非農地と分

は、今までの小規模経営農業から、より経営耕地規模類された土地は、宅地として貸付けされたり、公共の

の大きな農業へと移行している。この様な状況の中で土地としての活用が考えられる。この場合も土地の使

も、後継者不在のため、耕作放棄が予測される農地が用料の一部を受託者へ支払う。受託者はこのようにし

たくさん見られる。て得た収益を、高齢者向けの医療・福祉萱として、地

このため耕作放棄が予想される農地を信託すること域ケア事業の資金とする。受託者は、地域ケア事業を

により、有効利用をはかり、かつ信託の収益をあげ、行うという性格上、中立的な機関が望ましい（図－１）
AstudyontherelationbetHeentrusｔｌａｎｄｆｅｅａｎｄｓｅｒｖｉｃｅｆｅｅ
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賃貸による収益

一土地・サービスの流れ

＋--------金銭の流れ

非農地として貸付

大規模経営農家 「
０
Ｊ
』
Ｉ
為
Ｐ
０
ｇ
Ｔ
０
０
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
『

農地として貸付 耕地拡大による

大規模収益
耕地拡大

高齢離農世帯

蝋目
信託

q■･ーー－－－－一一一一ー一一一一一一－一一一丁

荒廃農地

【研究の方法】
鹿児島市、国分市でアンケートを行った。以上の地域

本研究は高鈴化農村の住民の医療．福祉の施設やサを調査の対象としたのは、本来の研究対象地域である
一ビスに対する要望、老後に対する意識、営農状況、鹿児島県下の高齢化農村地域では、要望が顕在化する
老鈴化度合、農業衰退度合、基盤整備状況等を調査し、ことが難しいと考えたからである。結果をその２にお
その結果をクロスさせて、典型例を導き出す。それをいて住民の要望するサービスの内容について、その３
基に経済収支に関してモデル計算を行い、最終的にモにおいて住民の経済的意識について分析を行った。
デル化を行う。

また、行政の基盤整備の状況、高鈴者対策、医療．

調査対象地区の選定をするために鹿児島県下の各市福i上対策等と農村住民の営農状況､医療.福祉サービ
町村を類型化し、各類型ごとに典型的市町村を抽出し、スヘの要望等を知るために、現地においてヒアリング
調査を行う。類型化の指標を次に示した。

調査を行う。

’地理的指標として都市型、都市近郊型、平地町村型、本報告及び以下２報の研究は文部省科学研究費助成
山間農村型、離島型

金（一般Ｃ課題番号６２５５０４３７）の助成を受

２老齢化指標として高齢人口率、高齢夫婦世帯率、独けた。
届老人世帯率、在宅寝たきり老人率参考文献

３農業衰退指標として農家人口率、高齢農家人口率、沢井邦雄：「高齢化農山村地域の医療福祉サービス体
農地面積率、農地改廃率

系整備に関する研究」－鹿児島大学工学部卒業論文

住民の医療・福祉の施設(やサービスに対する要望、１９８６－１２
老後に対する意識等を知るために、福岡県筑後地方、

在宅サービス 市町村営住宅

物的サービス 公共施設用地

地域活性化
拠点

地域ケア施設施設サービス

図－１農地信託の適用方法

*ｌ鹿児島大学助蜘受工学博士極同大学大学院

－１９－
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農地信託制度を活用した高齢化農村の医療福祉サービス体系整備に関する研究

’その２，医療福祉サービスへの要求

○正会員米盛和之*２同友清貴和*’

同宮脇浩一*２同永田太基*２

【研究の目的】設に 入 居 す る こ と に なった場合」、どのような施設を

現在、我が国は高齢化社会の進行に伴い、医療福祉要求するかを聞いてみると、「公的機関の施設」（４

の施設・サービスの整備が重要視されている。大都市３．０％）、「民間の施設」（１７．３％）、に老人

及びその近郊においては、住民の要求が施設やサービ病院」（１０．０％）の順であるが、「利用したくな

スとしてすでに供給され、都市型医療福祉サービス体い」が２２．．１％と多い。施設の立地条件については

系が確立されつつある。一方、高齢化、過疎化の進む「自然環境のよい郊外」で「現在住んでいる地域」と

農村地域においては、施設やサービスへの要求さえ明いう要求が高い。

らかではない。住民の生活環境の異なる大都市周辺の 表－１

０２０．０４０．０６０．０８０．０（％）
非常に高く、そのうちの約９割は「現在の住まい」す

図－２老後の生活観
なわち「老後の住まい」と考えている。老後の住まい

対象地域対象年飴方,畠片,と配繍圃
茂樋地方４０虎～邸電郵送】Ｏ／６１１／７１９８９１０８７５４

ｍ･Ｉﾛ
国分市

都市型医療福祉サービス体系芝、農村地域に移行する

ことは困難である。そこで本報では、前段階として行

った一般農村・地方都市におけるアンケート調査を分

析することにより、住民の老後の生活の考え方や医療

福祉サービスへの要求を明らかにする。

農村地域・地方都市

村地域・地方都市方について、「夫婦２人共に健在である場合」（図一農

４）を仮定すると、約６割が「夫婦２人で暮す」と答

3.9．鐸2a-Z難§､０

Ｎ＝１４０７（％）
【調査：吉果】 大都市周辺

､９１２

アンケート調査の対象地域や期日、配布及び回収方

法、回収率等に関しては、表－１に記す。法、凹』(X華寺に関し~Ｌは、表－１に記す。 Ｎ＝１０５９（％）

仕事をやめる国
老後の生活の考え方を明らかにするため、「老後の 体の自由霊蕊霊子供が独立□

始まる境」（図－１）について聞いたところ、「体の配偶者と死別(二コ年金で生活謹霊頚
図－１老後の始まる境

自由がきかなくなったとき」が最も多く、次に「年金

老後の生活の考え方を明らかにするため、「老後のｕ零
体ｑ

始まる境」（図－１）について聞いたところ、「体の配偶
図一

自由がきかなくなったとき」が最も多く、次に「年金

で生活を支えるようになったとき」、「仕事や家事を

やめたとき」となり、大都市周辺の住民の意見と異な「仕事を続ける」

ろ。老後の生活観（図－２）は、「仕事を続けたい｣、「社会参加
する』

「社会に参ｶﾛしたい」、「他人と付き合いたい」と大
「他人と都市周辺と同じような傾向にあるが比率は低い。 付き会う」

現在の住まい（図－３）は、９１．０％と持家率が

６９．６

烹詞79.1

農村地域Ｎ＝

大都市周辺Ｎ＝

６３．５

=宇司76.7

1４０７

１０５９

日本建築学会大会学術議演梗賢集

(関東）昭和６３年１０月

え、次いで「子供夫婦と同居する」となる。「施設」

と答えたのは、わずかである。「配偶者に先立たれて

一人になった場合」を仮定すると、「一人暮し」を望

eOSO

YONEHORIKazuyukietaI．

－２０－

N＝１４０７（％）

AstudyonthereIationbetweentrusｔＩａｎｄｆｅｅａｎｄｓｅｒｖｉｃｅｆｅｅ

Ｗｉｔｈｍｅｄｉｃａｌａｎｄｖｅｌｆａｒｅｆｏｒｔｈｅａｇｅｄｉｎｒｕｒａｌｃommunity

Part2

.’

一人になった場合」を仮うこすると、’一人春し」を圭 Ｎ＝１０５９（％）

持家蝿非持家口不明□
むのが減少したのに対し、「子供と同居」や「施設」

図－３現在の住まいを希望するのは増加した。また、「何らかの理由で施

大都市周辺
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老後の生活において、「身体が弱ってケアを必要と

したときどうするか」（図－５）と聞いてみると、最

も多かった答えは「配偶者に世話してもらう」であっ

た。以下「子供夫婦の世話になる」、「施設・サービ

スを利用する」の順である。「配偶者による世話が期

待できなくなった場合」を仮定すると、「子供夫婦の

世話になる」や「施設・サービスを利用する」が増加

するが、子供夫婦への依存の割合に差異が認められる。

さらに「自分や配偶者の両親への介護経験」の有無に

ついて聞いてみた。「以前したことがある」や「現在

している」を合計すると、全体の６４．７％が介護経

験者ということ《こなる。経験者の数は年齢の上昇と共

に増加する傾向にある。介護経験者の男女比は女性が

多く、また女性は配偶者の親の介護経験も男性に比べ

て突出して多いことから、家庭内での高齢者介護は主

に女性が行っていることがわかる。

医療福祉サービスの知識（図－６）は、「老人ホー

ム」や「ホームヘルパー事業」、「入浴サービス」に

ついては高い。一方「中間施設」や「ディサービス」、

「ショートステイ事業」などの比較的新しい施設やサ

ービスについては、都市周辺に較べて低い。在宅サー

ビスへの要求は、「給食サービス」が最も多く、次い

で「訪問看護の医療サービス」、「入浴サービス」、

「掃除・洗濯」の順であり、必要最小限度のサービス

が上位にあげられている。施設サービスへの要求は、

『２４時間体制の介護」や「看護婦の常駐」、「医師
／一

の常駐」のl順にあげられ、施設内での完全看護・介護

体制が強く望まれている。生きがい対策のひとつとし

て「カルチャースクール」についてどのような講座を

望んでいるか聞いてみた。これに施設内の室名・設備

名を対応させてみると、多目的な教室やアトリエ・調

理室の要求が高い。

【おわりに】

アンケート調査の分析の結果、一般農村・地方都市

の住民の医療福祉サービスへの要求は、都市的要求に

近い傾向にある。しかしながら、現在の生活環境や老

後の生活の考え方、また医療福祉サービスに対する知

識は、大都市周辺の住民と若干の差がみられる。今後

は、高齢化農村地域でヒアリング調査を行い、農村地

域の生活の実情や老後の生活の考え方や住民のもつ医

療福祉サービスへの潜在的要求を明らかにする。

農村地域ﾀー 地方都市
夫婦そろって健全

都市周辺

N＝１４０７（％）

1人になったとき

１．４－

ｈ.７

N＝１４０７．（％）

、施設門

夫婦･漣居圃蕊蕊

大都市周辺

夫婦そろって健全

子供夫婦I震宗司

不 明 Ｆ 可

》恥８

N＝１０５９（％）

1人になったとき

N＝1０５９（％）

N＝１０５９（％）

図－４老後の住まい方

農村地域・地方都市

5０．２

N＝１４０７（％）

配偶者がいない場合

－２１－

３

Ｎ＝１４０７

施 設国
その他･不明□

(％）

配 偶 者 □
子供夫婦謹蕊調

大

「
乱
Ｊ

N＝１０５９（％）

図－５老後の自分の介護者

０ ２ ０ ． ０ ４ ０ ． ０ ６ ０ ． ０ ８ ０ ． ０ （ ％ ）

図－６施設・サービスの知名度

参考文献；＜アンケート調査報告＞

老後生活と福祉サービスに関する調査、

生命保険文化センター、昭和６０．９

＊１鹿児島大学助教授工博＊２同大学院
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１０万円夫溜

１０万円以上
】５万円乗詞

１５万円以上
２０万円宗詞

２０万円以上
２５万円宋潤

２５万円以上
３０万円宗溝

３０万円以上

日本建築学会大会学術罫演梗策巣

(関東）昭和５３年１０月

農地信託制度を活用した高齢化農村の医療福祉サービス体系整備に関する研究
その３，医療福祉サービスへの金銭的意識

○正会員永田太基ね同

同宮脇浩一＊２同

友情貴和＊’

米 盛 和 之 麹

【はじめに］

前福では医療福祉サービスへの要求そのものには大

都市と一般農村・地方都市には差が認められなかった

ことを述べた。ところが金銭的にみてみると多少差が

認められる傾向にある。本稿では、農村住民が老後医

療福祉サービスへ金銭的にどの程度支出しようと考え

ているか、ある程度の指標を得るため、大都市住民の

意識との比較考察を行う。

〔老後の生活費〕

老後の生活の基盤となる生計を支えるための老後の

生活資金についてであるが老後の生活資金を「準備し

ている」人は５割であるが、そのうち約４割が「不安
‘／

を感じる」と答えており老後の生活資金の充分な準備

の困難さが感じられる。また、どの程度必要と考えて

いるかを尋ねたところ「１千万円以上２千万円未満」

（25.0％）「２千万円以上３千万円未満」（24.3％）

と合わせて約５割に達している。これを首都圏で行わ

れた富国生命の調査¥みると『3千万円以上5千万円
未満」（25.4％）「５千万円以上１億円未満」（23.2

％）の順となる。（図－１）

次に、老後１ヶ月あたりの日常の夫婦２人の生活費

を尋ねたところ「１５万円以上２０万円未満」（31.0

％）という回答が最も多かった。この中で年金・恩給

の占める割合は「１０割」（20.9％）「８割」（lＺ７

％）が多く、高齢の層ほど年金・恩給の占める割合が

高くなる傾向がある。（図－２）

【医療福祉サービスの賞用〕

有料老人ホームには一般に入居金（入居権利金）を

支払って入居する。また、入居時に支払う入居金以外

に月々の管理費を支払わなければならない。これには

通常、介護賀・サービス頁も含まれているが食買は含

まれないことが多い．まず、入居金についてどの程度

を考えているかを尋ねたところ「１千万円未満」（5３

､3％）という回答が最も多かった。これは一般の有料
２）３）

老人ホームの入居金の１５００万円～２５００万円位

からみると低いものとなっている。（図－３）
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０ １ ０ つ ０ ２ ０ ． ０ ３ ０ ． ０ （ ％ ）

図－５在宅サービスの賀用（１ヶ月あたり．）

また、食賀を除いた管理費について１人あたり１ヶ月

にどの程度を考えているか尋ねたところ「３万円以上

５万円未満」（36.5％）「３万円未満」（22.3％）と

合わせて約５割に達している。これも一般の有料老人
２）３）

ホームの管理費の８万円～１０万円位からみると低い。

（図－４）

次に、まざまな在宅サービスに対して１人あたり１

ヶ月に老後の生活費から支出できる総額を尋ねたとこ

ろ「３万円以上５万円未満」（28.6％）「１万円以上

３万円未満」（26.4％）と合わせて５割を越える。し

かし希望する在宅サービスは支出できる総額とは無関

係に回答が寄せられている。ちなみに、武蔵野市福祉

公社で不動産を担保に福祉サービスを購入している人
４）

の昭矛０５９年度月平均購入額は１４万６９２円である。

（図－５）

シヨートステイについてはサービスの概要を簡単に

説明した上で一泊あたりどの程度の料金で利用したい

か尋ねたところ「３千円以上５千円未満」（37.9％）

という回答が最も多く、「１万円未満」と考えている

人が８割を越える。筑後地方と鹿児島・国分地方を比

較してみると、鹿児島・国分地方が安い料金を希望し

ている。このことはこの項目ばかりでなくどの項目に

も言える傾向である。（図－６）

【カルチャー教室の費用】

高齢者の生きがい対策としてカルチャー教室などの

講座が盛んに開かれているが、これらに対して１ヶ月

あたり支出できる額を尋ねたところ「３千円以上５千

円未満」（34.6％）「５千円以上１万円未満」（28.6

％）「３千円未満」（20.5％）の順になる。（図－７）

【おわりに】‐

首都圏などの大都市で行われたアンケート調査や、

民間で行われている医療福祉サービスの料金などと比

較すると、このアンケート調査で得られた回答は全体

的に低い値を示している。農村住民は、老後の生活資

金も低く、医療福祉サービスの費用もあまり支出しよ

うとは考えていない。よって、何らかの形で農家の経

済的基礎を強化することは、高齢化農村の老人対策に

有効であろう．

３万円乗潤

３万円以上
５万門天詞

５万円以上
１０万円乗潤

１０万円以上

不明

５

０１０．０２０．０３０．０（％）

図－４有科老人ホームの管理賀〈１ヶ月あたり）
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５千円以上
１万円天満

１万円以上
３万円云渦

３万円以上

不明

／

図－６

１万円素濁

1万円以上
３万円素洞

3万円以上
５万円乗濁

5万円以上
１０万円天洞

１０万円EL上

、４

２８．６

不明
０７N＝１４
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ショートステイの費用（１泊あたり）

*ｌ鹿児屋大学助紋授工手博士＊２同大学大学院
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調登内容

日本建築学会九州支部研究報告
・第３１号平成元年３月

農地信託制度を活用した高齢化農村の医療･福祉サービス体系整備に関する研究

その２現地調査の結果～営農及び農地流動化の現状と住まい方の要望について～

○正会員宮脇浩一倉２同友清貴和童’

同永田太基愈乞同米盛和之竃量

Ⅲ、調査概要

調査は鹿児島県下５ケ町で実施した。対象は原則と

して世帯主が65歳以上で、農業後継者の不在な農家世

帯である。調査は直接自宅を訪問し、調査員による聴

き取り式で行った。調査期間・調査内容・町の選択理

由は表－１～表－３芝参照。

表－１調登期間

Ｉ．はじめに

本報告は、昭和63年研究報告「農地信託制度を活用

した高齢化農村の医療福祉サービス体系整備に関する

研究その１」に引き続くものである。

既報では、地方都市及び比較的条件の良い農村地域

における医療・福祉サービスへの要求は、大都市圏に

おけるそれと若干の違いがあることを筑後地方・鹿児

島市・国分市におけるアンケート芝分析することによ

り明らかにした。

Ⅱ、研究の目的と方法

本研究は最縛的に、高齢化農村において医療・福祉

サービスの財源の一つとして、農地信託制度を活用す

ることを目標としている。

農地信託制度は、耕作者不在の農地や荒廃農地を信

託して、土地の所有者に信託の収益を還元しようとす

る制度である。現在、大都市圏においては、住宅やビ

ル建設を用途目的とした土地信託が盛んに行なわれ、

それなりの成果をあげている。しかし、農地を信託す

るとなるとその用途目的はもちろんのこと、信託を必

要としているが、あるいは信託に値する農地がどの程

度存在しているかは不明である。さらに、農地信託に

既存の都市型信託制度システムが、どの程度流用でき

るかも疑問である。また、農地信託のみでは医療・福

祉サービス体系を整備できる程の高い収益が上げらわ

るとは予測できないので、既存の医療・福祉賀や農地

荒廃を未然に防ぐことにより節約できる基盤整備等も

活用する必要がある。

つまり農地信託制度は、その収益が目的ではなく、

むしろ農地の有効活用のための方策といえよう。

農地信託制度の実現のためには、まず制度の概念を

明らかし、制度の有効性を検討することが前提となる。

今回は、多くの過疎・高齢化農村を抱える鹿児島県

をケーススタディとして、高齢化農村地域における高

齢農業経営への聴き取り調査を分析することにより、

農業経営及び農地流動化の現状と住まい方に対する要

望を明らかにする。

‘／

開聞町房康釘束彊町日吉町松元町
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表－２調登内容

表－３調査地域の選定理由

－２４－

･現在の営農状況

（地目･所有形態･登記状況･面積･作物･蔓備状況･所有筆数

.将来の営農状況の予測

･将来の農地処分の要望

･農業外収入

。老後の住まい方の要望

Ⅳ、分析結果及び考察

１）収入・生活費について

農村地域の収入・生活貫は、その地域の農業規模・

形態によるところが大きい。鹿児島県下の農村地域で

は低いレベルにあることが予測される。収入や生活費

は、医療・福祉のサービスを購入する際に大きな影響

を持つものと思われろ。そこで収入・生活費について

調査・分析を行い、同時に昨年の調査結果(泡)と比較

してみた。なお、収入・生活費と農業に関する質問は

個人ではなく世帯を対象に行った。世帯数の属性を表

－４に示す。（itl）

・農業外収入

年金・恩給・共済等・各種保険・賃金収入・不動産

収入・仕送り等・小作料を合計したものを農業外収入

とした。約半数は月当り１０万円以下の収入である。年

額240万を越す層は大半が､以前サラリーマン生活をし

ていた人たちである。〈図－１）

＊ｌ鹿児島大学助教授工博＊２同大学院

高齢化・農業中心・平地型

高齢化・農業中心・山間部型

高 齢 化 。 農 業 中 心 ・ 山 間 部 型

高齢化。農業中心・平地型

高齢化・鹿児島市に蹟接し、一部宅池化が進行

開
一
霧
一
束
一
日
一
松

町
町
町
町
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表－４世帯数の属性

(％）

開聞町｜冨麗町｜東毎町日吉町松元訂合計
世帯数２１３２２３３４２５１３５

（万円）

６０未潤

８０以上

１２０未渦

１２０以上
１８０未渦

１８０以上

２４０未渦

２４０以上

３００宋潤

３００以上

３６０未潤

３６０以上

６

厩雷冨覇蕊爾罰’6.3

国４．４

函３．０

宝罰４．４

ＯＩＯ２０３０

回－１里望外奴人

４０（％）

Ｎ－１３５

（万円）

６０未渦

６０以上

１２０未渦

１２０以上
１８０未渦

１８０以上

２４０未澗

２４０以上
３００未澗

３００以上

３６０未渦

３６０以上

９

１
２
３

｡Ｕ弊一・－ｍ

・農業収入

農業による収入を算定するために、統計資料(漣)よ

り、作物の単位収量あたりの販売価格と単位面積あた

りの平均収量を求め、それを基に世帯ごとの収入をだ

した。しかしこの場合、販売価格には肥料代・設備賀

などが含まれ、農業者の純収入より高い値になってい

るので､0.6を乗じたものを農業収入とした。（図－２）

・生活費

農業外収入と農業収入の合計を老後の生活費とした。

最も多いのは「180万円以上240万円未満(年額)」で

あるが、「5万円以上１０万円未満」も２割老越えてい

る。（図－３）

・年金依存度

生活賀のなかで、年金・恩給・共済等の不労所得が

占める割合を調べた。この値が低いほど高齢になるま

で営農を続けざるを得ないことになる。（図－４）

・考察

．「生活費」を都市部と比較すると、より低い値に集

中し、平均値も低い。都市部と違いかなり高齢に至る

まで労働(主として農作業)に従事していることから、

医療・福祉サービス等を利用する率は高くなり、その

経済負担は大きいといえる。年金依存度は都市部に比

較して低く、営農を謎読せざるを得ない事情が伺える。

２）農業について

農地信託制度の現実には、農地を自由に流動化させ

なければならない。ここでは、農業経営者の要望を表

す指標と流動化の現状を表す指標について考察を行な

う。農業規模(所有面積)の属性を図－５に示す。

・農地の処分方法

将来、営農が不可能になった場合、現在の農地をど

のように処分あるいは活用をするかについて聞いてみ

た。「移譲する」が４割を越えるが、これは積極的に

移譲したいというのではなく、死後、相続により移譲

したいという回答が大半である。農業後継者がいない

にもかかわらず、「移譲したい」という回答が多い。

また、生前に何らかの形で子供や他人に移譲したいと

する例はみられない。

・農地の登記状況

農地の所有者が誰であるかは、流動化を進める際に

最も大きな問題であるが、ここでは世帯主及び配偶者

名義の農地とそうでない農地について面積の比率を調

０

回－３生遥画

－２５－

Ｎ－１３５図－２塁蕊収人

因－４年全欧存度

２０

トー′‘･ヘペ・認下到’５．６

Ｆ?~司４．４

両言司６．７

１０２０３０４０〈％）

Ｎ－１３５

】０

Ｇ
３

．
３

翫
邑

１０未潤

１０以上

２０ 釆澗

２０以上

３０未１月

３０以上

４０未渦

ユ０以上

５０ 未潤

５０以上

６０ 宋潤

８０以上

７０未明

７０以上

８０未凋

８０以上

９０未渦

９０以上

１００未間

’００以上

句句勺

３０（％）

Ｎ－１３５
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図－７貸付面隈率
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‐一
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べてみた。世帯主及び配偶者名義の農地が、総面積内

のわずか10％以下という世帯が２割も存在する。また、

面積でなく農地筆数を基準に登記状況を調べてみたが

ほとんど同じ結果となった。（図－６）

・貸付面積率

（貸付面積率）＝（貸付面積）／（篭面積から山林

面積を除いた面積）で表される値を調べてみた。この

値が大きければ、それだけ農地の流動化が促進されて

いると予想され、年齢が上の層ほどこの値が高いので

はないかと予想できるが、年鈴による特性はみられな

い。開聞町・薩摩町で平均より高い値で貸付が行なわ

れている。（図－７）

・小作面積率

同様に（小作面積率）＝（小作面積）／（総面積か

ら山林面積を除いた面積）を調べた。上の年齢層ほど

低い値を示すことが考えられたが、年齢による特性は
／

みられない。日吉町で高(‘,値を示しているのが特徴的

である。

・荒廃面積率

同様に（荒廃面積率）＝（荒廃面積）／（篭面積か．

ら山林面積を除いた面積）を調べた。年齢による特性

はみられないが、東郷町で若干高い値が見られる。
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図－６国麹の父露構魂〈世再三および堅男行名昌》
・考察

農地を「移譲する」にせよ「貸付けろ』にせよ、い

ずれの場合も、現在の法律下では、本人名義ないし配

属者名義でなければ困難な事であるが鶴農地の登記状

況をみると、本人･配偶者名義となっていない農地が

かなり多いことがわかった。農地の名義変更に際して

の法的手続きの困難さと金銭的な問題が原因と思われ

る。老後の土地処分に関しては、子供が他の都市に在

住して、農業を営んでいない場合でも「移譲する」と

回答する例がかなりある。このことは将来的に、耕作

者の不在な農地が増加することを意味している。

流動化の現状を探る指標として、貸付面積率・小作

面積率・荒廃面積率をあげた。年金による特性はみい

だせず、一部の地域的な特性をみい出すにとどまった。

今後は、農地一筆ごとの面積と使用状況、農地の存在

位置（家屋からの距離、幹線道路からの距離等）との

関係や行政側の対応等を調査して、流動化の現状を明

らかにしていく必要がある。
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Ｎ＝１０７

表－５性別と年齢の属性 (単位:名）

３．０１．５

ａ里例巷匡壁召そしてもらう●子盤以外の香署呼び堂雪そしてきらう

ｂ子憐の所匡；、３壁画層してもらうｆ鞄瞳曙人所丁ろ

Ｃ子盤そ呼び寄きて堂画そしてもらうｇ膚篇

ｄ子供以外の所屋いき遂冨そしてもらうｈその惣

図－９ケアモ必要とする弓合の介圃肴
９１．８

年 齢

～６４重

６５重～６９壷

７０重～７４逮

７５歳～７９歳

８０歳～８４重

８５趣～

不明

合一計

男

男 馬＝１０８

１２．２６．９２．６

1１．１３．７３．０

．１．ｓf１．８９０．７

女 Ｎ＝１０７

ａ一人で虫活ず弓ｃ庵没這入る●その鯉

ｂ子鱗と皇活するｄ璽園ぞ

図－８‐種後の隆主い方一一人匡亀っ亀寿

５．９０．Ｔ

女

男 Ｎ＝１０８

Ｎ毒１０７

４．４０．７３．７

女

３）老後の住まい方について

施設計画の際の指針となる老後の住まい方について

質問を行った。老後の住まい方に関する質問は、開聞

町を除く４ケ町で、個人を対象に行った。性別と年齢

の属性を表－５に示す。

・老後の住まい場所

「今後も現在地に住み続ける予定ですか」という質

問では、約９割が、現在の家に住み続けると答えてい

る。

・配偶者に先立たれた場合

配偶者に先立たれた場合は、「一人で暮らす』とい

う回答が多い。（図－８）

・ケアを必要とする場合の介護者

病気や体が弱って、誰かにケアをしてもらう必要が

生じた時に、誰にケアをしてもらうか質問した。配偶

者にケアを望むという回答が多い。（図－９）

・配偶者によるケアが期待できない場合

何等がの理由で配偶者によるケアが期待できない場

合は、子供や病院にケアを望むという回答が多い。

（図－１０）

・考察

昨年の調査結果(泡)と比較してみると、現在住んで

いる場所を離れたがらない傾向が強い。ケアを必要と

する際に配偶者に頼る傾向が大きいが、これもケアし

てくれる人として配偶者を選んでいるのではなく、む

しろ土地を選んでいるものと思われた。配偶者による

ケアが期待できない時も、子供や子供以外の者を自分

のもとへ呼び寄せて、ケアしてもらう要望が多い。数

値には表れていないが、医療・福祉の施設やサービス

に対する知識は低いようであり、またそれらを毛嫌い

しているような印象さえ受けた。概して、病気とか働

けなくなった時のことを積睡的に考える傾向が少ない

様であったが、これは、病気とか働けなくなるという

事が、即、収入減を意味している（＝年金依存度が低

い）からであろう。

Ｖ,まとめ

鹿児島県下の高齢化農村における、高齢農業経営者

の営農状況、住まい方の要望、農地流動化の状況を考

察した。今後は、流動化の状況をより明確につかむた

めの指標を鮭続調査や行政へのヒアリング調査を通し

て提案していく。

ａＥ舛君迄酋圃そしてもらう gL型｣型のせそ和竺量墨l'てもらう
ｂ子供の堺健ぃ３含函屋してもらうｆ泡;１曙入野γろ

ｃ諏弱面孟函雨~そ-､,らぅ９種君冷ー ピｽ婚'９周ｧろ
ｄ子鵬以外の零部､３酋冨そしてもらう』』聖』ｇ

図－１０ケア層必要とずろ司合の介擾苛・･･里伺肴のケアb‘羽i9てき毎､秤

謝辞調査にあたり各自治体の農業委員会及び住民の

方々の協力を得ました。また調査員として鹿児島大学

工学部４年生・院生に協力を得ました。この報告の資

料は鹿児島大学工学部４年生原田学君の卒業研究とし

てまとめられたものです。記して感謝します。なお、

当研究は文部省科学研究費助成金（一般ｃ課題番号

62550437）の助成を受けたものである。

（注１)宮脇浩一他１名；農地信託制度を活用した高齢

化里村の医療福祉サービス体系豆備に間する研

究その１．住民の要求する医癒福祉サービス医

ついて一日本建築学会九州支部研究稲告、

第３０号昭和６３年３月

（注２)鹿児島県院計年磨昭和６２年一鹿児島県、

昭和６３年６月
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農地信託制度を活用した高齢化農村の医療福祉サービス体系整備に関する研究正会員○永田太基愈倉
その４，農地信託制度導入 の 問 題 点 同 友 清 貴 和 塞 ’

同米盛和之厘２

同三木健治璽２

【はじめに】委員会等に関する法律の一部改正の、いわゆる農地関

我国では、農地法において、「農地はその耕作者み連３法の成立によって、構造政策の重点は借地を通じ

ずがらが所有することを最も適当であると認めて…」ての中核農家の規模拡大の方向に指向された。

と規定している。この農地法は、自作農主義籍耕作者しかし、1981年11月に出された農政審議会報告「２

擁護、転用規制の３つの原則に基づいて構成されてお１世紀に向けての農政の基本方向」において、構造政

り、この頃は、工業化・都市化の基礎条件を整えるた策が、農政の最優先課題として位置づけられているこ

めの土地政策と本来の農地政策とはそれぞれ独立に展とを裏返せば、基本法農政以来のさまざまな構造改善

閲されていて、両者はまだ競合していなかった。の取組みにもかかわらず‐いかに我国の土地利用型農

ところが'950年代後半から経済は急テンポで成長し、業における構造改善が、期待通りに進まなかったのか

工業化のための土地政策と農地政策との間において、を示唆している。

さらには農業の内部に肴いて、矛盾が発生し、農地法現在、構造政策においてとられる諸施策は多岐にわ

の原則を掘り崩し始めた。工業と農業の格差が目立つたる。一般的に構造政策の手段を類型すると、次の３

ようになり、1961年に制定された農業基本法は、このつの側面に分けて考えることができる。（図－１）

格差をなくすため、自作地所有権の流動化による農地第１は、農業生産基盤整備に代表される物的な公共

規模拡大を打ち出した。 資本投資を伴う［ハード事業］である。農地基盤整備、

自作農主義に固執すれば、大型営農は実現できない。その他の土地改良、機械施設の有効利用促進のための

かといって戦後の民主改革の一環である自作農主義を施策などが含まれる。

否定するわけにもいかない。打開策として、政府は農第２は、農地流動化のための諸施策であり、［ソフ

地法の精神を生かしながら、耕地の効率利用に向けて卜面］にかかわる政策といえる。

いくつかの改革を行なった。第３は、第１と第２の目標をよりスムーズに実現す

1980年には農用地利用増進法の制定、農地法と農業ろための法制度的手段による規制、ないしは誘導であ

く主要目的＞ ＜事 業・ 制度 の名 称＞ （根 拠法） ＜施策内容＞

Ｉ農業基盤整備（ ハード面）

ＬＥ議燕灘菱{農業琴本法}－巨蕊蕊剛
Ⅱ農地流動化。（ ソ フ ト 面 ）

利用権設定促進
農作業受委託促進
地域農業集団育成

利用権築槙

Ｌ匡:蕊（農地法，

Ｌ匡霊蓋鱒:綴字榊一経営移…
Ⅲ 土地利用規制（法的制度）

『

Ｌ仁二競駕駕蕊(蝋
図－１農薬構造政策にお ける政策手段
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る。とりわけ、土地制度や各種土地税制、さらには土

地利用規制といった法制度的裏づけをもっているとい

える。

以上の３つの側面からなる政策手段は相互に補完的

でなければならず、これらの３つの側面が有機的に結

合され、弾力的に運用されて、初めて高い政策効果が

生まれる。

【研究の目的】

本研究は、後継者が不在で営農継続が不可能な農家

に対し、農地信託制度を導入し、耕作放棄による農地

荒廃の歯止め効果と、土地流動化促進を期待し、農地

信託によって得られる収益、また既存の医療・社会福

祉費、農地荒廃を未然に防ぐことにより節約できる農

業基盤整備費などを合わせて、農村の高齢者の医療・

福祉の施設やサービスを充実させることを目的として

いる。

既報')においては、筑後地方、鹿児島市、国分市な

ど、比較的条件のよい農村地域におけるアンケート調

査を行ない、そのデータを分析することにより、医療・

福祉サービスへの要求などを明らかにしてきたが、本

報告は、農地信託制度導入の可能性を明らかにするこ

とを目的としている。

はじめに述べたように、構造改善がなかなか進まな

い今日の状況において、農地信託制度を導入するとな

ると、さまざまな角度からの検討が必要となってくる

ものと考えられる。

その中でも、いかなる条件下において、どの程度の

規模の経済性が存在するのか、またその実現化を阻害

する制約要因は何かなどが検討されなければならない。

経済性については、まず、農業生産が強い空間的限

定を受けることに留意しなければならない。農地流動

化によって経営規模を拡大できる地理的範囲は一定の

地域内に限定されること、すなわち、規模の経済性は

実際上は一定の地域内において考察することによって

のみ現実的な意味をもってくる。

具体的な問題としては、信託する圃場の分散化によ

って生じる移動距離の増大と移動コストの問題、圃場

の整備、農道整備などの規模拡大に伴って発生するコ

ストの問題などがあげられる。

実現化を阻害する制約要因としては、土地利用規制

などの法的な要因、農民の意識などの社会的な要因な

どがあげられる。

農地を宅地や公共の施設などの、非農地として活用

しようとすると、「農地法」を基本とする農地転用許

可制度などが問題となってくる。また、農地として利

･用する場合でも、用途区分に即した土地利用の促進を

ねらいとする、「農振法」による線引き（ゾーニング）

規制である農振制度、あるいは都市的土地利用との調

整をはかる都市計画法との関連なども問題となってく

ることが考えられる。

また、農地をいったん貸し出せばなかなか返してく

れない、あるいは返してもらおうとすれば一部の資産

を失うことになりはしないかという農民の意識、土地

に対する農民の思惑などの社会的な要因の問題も考え

られる。

【研究の方法】

今回は、多くの過疎・高齢化農村を抱える鹿児島県

をケーススタディとして、高齢化農村地域における後

継者が不在な高齢者農家世帯への聞き取り調査を行な

･い、そのデータを分析することにより、高齢者農家世

帯の営農状況、農地流動化の現状を明らかにした。

その結果は、続報（その５）において考察を行なっ

た。

今後は、農地一筆ごとの面積と使用状況、農地の存

在位置（家屋からの距離、幹線道路からの距離）、農

地の法的規制、行政の対応などを調査し、農地信託制

度の経済性、土地流動化促進の有効性などを検討して

いきたい。

なお、本報告、および続報の研究は文部省科学研究

費助成金（一般Ｃ課題番号62550437）の助成を受け

ている。
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その５，農地流動化の現状

表－１【研究の目的と方法】

前調において、農地信託制度導入の際予測される問

題点をあげた。本報では、多くの過疎・高齢化農村を

抱える鹿児島県をケーススタディとして行った、高齢

化農村地域における高齢者農家世帯への聴き取り調査

を分析することにより、農地流動化の現状を明らかに

する。

【調査擬要】

調査は鹿児島県下５ケ町で実施した。対象は原則と

して世帯主が65歳以上で、農業後継者の不在な農家世

帯である。調査は直接自宅を訪問し、調査員による聴

き取り式で行った。調査期間・調査内容・町の選択理

由は（表－１）を参照。

【分析結果及び考察】

農地信託制度の実現には、農地の利用法や所有関係

の制限を撤廃する、いわゆる流動化を促進する必要が

ある。ここでは、流動化の現状を表す指標について考

察を行なう。農業規模(所有面積)の属性を（図－１）

に示す。

・農地の登記状況

農地の所有者が誰であるかは、流動化を進める際に

最も大きな問題であるが、ここでは世帯主及び配偶者

名義の農地とそうでない農地について面積の比率を調

べてみた。世帯主及び配偶者名義の農地が、総面積の

70％以上という世帯が半数いるが、わずか１０％以下と

いう世帯が２割も存在する。また、面積でなく農地筆

数を基準に登記状況を調べてみたがほとんど同じ結果

となった。（図－２）

・小作面積率

同様に（小作面積率）＝（小作面積）×１００／（

総面積から山林面積を除いた面積）を調べた。上の年

齢層ほど低い値を示すことが考えられたが、年齢によ

る特性はみられない。日吉町で高い値を示しているの

が特徴的である。（図－３）
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図－４貸付け面積率割合

者の不在な農地が増加することを意味している。

今回の調査では、一部の地域的な特性をみい出す事

はできたが、その原因となる要素を解明する事はでき

なかった。今後は、農地一葦ごとの特性を調査するこ

とにより、その要因を究明する必要がある。
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・貸付け面積率

（貸付け面積率）＝（貸付け面積）×１００／（篭

面積から山林面積を除いた面積）で表される値を調べ

てみた。この値が大きければ、それだけ農地の流動化

が促進されていると予想される。年齢が上の層ほどこ

の値が高いのではないかと予想できるが、年齢による

特性はみられない。開聞町・薩摩町で平均より高い値

で貸付けが行なわれている。（図－４）

・荒廃面積率

同様に（荒廃面積率）＝（荒廃面積）×１００／（

総面積から山林面積を除いた面積）を調べた。年齢に

よる特性はみられないが、東郷町で若干高い値が見ら

れる。（図－５）

・農地の処分方法

将来、営農が不可能になった場合、現在の農地をど

のように処分あるいは活用をするかについて聞いてみ

た。「移譲する」が４割を越えるが、これは積極的に

移譲したいというのではなく、死後、相続により移譲

したいという回答が大半である。農業後鮭者がいない

にもかかわらず、「移譲したい」という回答が多い。

また、生前に何らかの形で子供や他人に移譲したいと

する例はみられない。（図－６）

・考察

流動化の現状を探る指標として、小作面積率・貸付

け面積率・荒廃面積率をあげた。小作面積率と貸付け

面積率が１０％以下の世帯が多いということは、必ずし

も農地の流動化が円滑に行われていないという事につ

ながる。その最大の要因として、第１に農業経営者の

意識の問題（土地への固執化など）、第２に登記等の

法的な問題があると考えられる。

また、３種類の指標において１０％以下の世帯が多い

という事は、農地が点在していると推測できる。

農地を「移譲する」にせよ「貸付けろ」にせよ、い

ずれの場合も、現在の法律下では、本人名義ないし配

属者名義でなければ困難な事である。農地の登記状況

をみると、本人・配偶者名義となっていない農地がか

なり多いことがわかった。農地の名義変更に際しての

法的手続きの困誰さと、金銭的な問題が原因と思われ

る。老後の土地処分に関しては、子供が他の都市に在

住して、農業を営んでいない場合でも「移譲する」と

回答する例がかなりある。このことは将来的に、耕作
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農地信託制度を活用した高齢化農村の医療・福祉サービス体系整備に間する研究

その３．土地利用計画に基づいた信託収益試算

正会員○永田太基禽乞同友済置和‘’

〔研究の目的と方法〕

本研究は、後疑者が不在で営麗継錦が不可能な艇家

の患地に対し、農地信託制度を導入し、耕作放棄によ

る農地荒廃の歯止め効果と、土地流動化促進を期待し、

農地信託によって得られる収益、吉た既存の医療・社

会荊祉斑､､農地荒廃を未窪に防ぐことにより節約でき

る農業基盤整備質など老合わせて、農村の高齢者の医

療・福祉の旋袋やサービスを充実させることを目的と
ぐ

している。

既報正'）21重'においては、農村における住民の要求す

る医療･福祉ｻｰピｽについて､後蛙者が不在の高齢

者農家世帯の営農及び農地流動化の現状や住まい方の

要望について明らかにしてきた。

本謁告は、鹿児島県震康郡意康町を取り上げ、農地

信託制度導入の検討のため、農村（薩摩町）における

土地利用計画垣作成し、そこへ昨年、聞き取り調交を

行った後継者が不在の高齢者農家世帯の所有する農地

をプロットし、耕作放棄後の貸付け或いは売買による

農地の収縦試算を行い、展地信託制度における収益モ

デルを作成するものである。

〔廃厘町の妊要］

涜庫町は鹿児島県の北部に位匿し（回－１）、人口

5507人、６５炭以上の老齢人口1391人(誤蕉４月13蕊)であ

り、老齢人口率25.3％と全国平均１１．６％を13.7ポイン

トも上回る高齢社会である。

町の主な売梁は隅奨であり、稲作を中心とした複合

農家カメ多く、肉川とl:の肘汀が副難として縦んである。

【土地利用の現状］

清厩町の総而ｍは剛．０４km量で、その内訳は、111林原

野０４．２％、既川｣山Ｉ'1.0％、宅地１．４％、その他20.4％

である。

黒川地のうち、が747頚で７１％をしめ、畑203頭、間

園地99認となっている。畑枕３分の1が飼ｷ:Ｉ作物栽暗に

利用され、次いで蕊たばこ、芋麺、野菜の11mであり、

樹圃地は累阿、茶同、みかん閲等に利用されてい秀。

なお、薦原町では都市計 画におけ葛区域脂定（鞭引

き）は行われていない｡

千

（図－１）雇庫町位岳同

〔土地利用計画】

町の土地利用の現況、農振法による農場振興地域整

備計画、農場生産基盤整備の現状及び計画等を基に以

下のような土地利用計面を作成した。

１.土地利用計画の作成の方針

農用地については、①農振法による農用地区域、②

農振白地のうちの中である程度麦と吉っており、有効

利用が出来そうな地域芝展用地とした。

集群区域については､住居がある程度集まっている

地域（密居、築居、散居地域の一部）をあてた。

工業用地は、食懇流通近代化センターのある地域を

工場添致地域として工場用地とした。

公共施段用地、道路は町の計画にしたがった。

このようにして定めた土地利用計画回送（図－２）

に示す。

Ⅱ、磯村の土地利用計画の必要性

現在、ﾆ磯村においては都市計画の制度のような将来

の土地利‘川を秩序づけるような規範は見られない。

優良農地については、展腰法による農用地区域設定

によって保全老期することが出来霜ものの、媒落介在

娯地や既振白地農地については、その利用について何

等方向f1首を示すことが出来ず、スプロール諒老招いて

いる．
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(麦－１）収益減算のための眉搭衰
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(図－３）事例１農地位置回
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【耕作放菱後の臨地の収益試算】

耕作放菱筏の農地の収益試算を行うために、全国農

業会擬所が歴年行っている田畑売買隔搭等に閲する調

壷、町の擬準小作料から農地の収益試算のための信橘

麦（表－１）を:量定した．

この表と土地利用計画図を用いて、高齢者農家世帯

の耕作放奏後の貸付け或いは売買による農地の収益試

算を行った．

１．収益試算の方法

高齢者農家世帯の所有する農地を－垂ごとに土地利

用計画図侭プロットし、農地は土地利用計画に沿って

利用されるものとし、貸付け及び売買の場合に分け、

農地の地目、現在の状況等から箇柊妻の箇搭を運び、

農地の而狽と価搭を援合わせた合計を収益とした．

Ⅱ、諺例１

事例１の農家は農媛農用地区壌に室備された田を９０

I91Tf所有している．このような条件の良いところでは、

耕作放棄後もすぐに借り手屋見つけることが出奈、信

託.制度導入の可能性の高いところだと言える．

この展家の隅地全てを賃付ける場合、年間に、

（９０I9TTfXa＋I375TTfXe＋ｌｌ２ｍｇＸｄ＋512TTfXp）÷１０００

＝２１Ｍ9０（月／厚）。｡…･売買益の1.67％

の収益と怠る．．また、全て売買の場合は、

〈nO19nfXA＋I3751TfXE判l2nfXD+5I2nfXP）÷１０００

＝12.087,400（月）

の収益となる．

、、不例ｇ

この麗覇は、永野地区の中心築需である丁町の周辺

にl4兼HOGOnfの躍地を所有している．Ｔ町は県道沿い

に発迄した商勤的挫桁を捗った戸数47戸、隠頑素１５％

の築蒋である．

この展家の貸付けの場合、年間に、

〈40G1Tf)Ｍ＋415,2Ｘｅ＋3035ｎｆＸｅ＋4204旅Ｘａ）÷IOOO

＝120.000（N／皇）……売買銃の1.01％

の収益となる．史た、売買の場合は、

（406,f)(Ｇ＋4Ｉ５ｎｆＸＨ+3035ｎｆＸＨ+4204ｍ２ＸＡ）÷１０００

＝6,277,000（月）

の収益となる．

所灯既地のうち園地詩号①②③④⑤の災訴介在既地

は度付けずに、老人の危め（生きがい）のための目索

莫固罪の利用も考えられろ．
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よって、非闘用地を含めた将来の土地利用計画屋篭

疋Ｕ，唖l唯Jh奥 評される剛 、

羅蕊雲

(図－２）欝座訂土地利馬計画回
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また、これらの農地は宅地への転用も期待出来ろ．

この場合の拭算は、貸付けの場合､.年間に、

（406TTfXi＋4151TfXm+3035旅Ｘｅ＋4204TTfXa）÷１０００

＝154,540（月／卓）．．…･売買益の1.81％

の収益となる．また、売買の場合は、

（406静ＸＩ＋415nfXM+3035nfXH+42041TfXA）÷1000

＝8,560,060（月）
‐

の収益となる．

Ｍ慕例３

１８筆l2812nfの農地老所有する農家であるが、農地

が山中に散在しており条件がかなり悪い．

この農家の貸付けの場合、年間に、

（8286ｎｆＸｂ＋I2791TfXe＋2693;ＴｆＸｅ＋554TTfXb）÷1000

．＝174,110（月／卓）…･･･売買益の4.63％

の収益となる．盲た、売買の場合は、

（8286TTfXG＋I2791n2XH+2693,f)(Ｈ+554mgXB）÷１０００

＝3,756,640（月）

の収益となる．

面碩的にはあまり変わら趣い事例１に比べると、信

託収益は底いが、売却益に対する比事はかなり商い．

Ｖろ考察

耕作放嚢後の農地の収益試算を行うと、農家の所有

する農地の位置も状況、周辺の状況等により収益が大

きく左右されることが判る．

事例ｌの貸付けの場合の信託収益は約21万6千円で

あるが、これは一ヵ月当たり１万8千円であり、ヘルパ

ー介護の料金老１時間500円とすると、一カ月36時間分、

辺0時間分の収益である．

いずれにしても、信託収益の農地売却収益に比べた

比率が非爺に眠く、1.67％～4.63％にしかならない．

この虹は碩金金利に比べてもかなり低いうえに、優良

隅地ほどこの比察が低くなることに問題がある．

農地の売却屋望まない腿家が多い現在、この寵室では

脚也流動化も走吏ならず、荒廃闘地の踊加が考えられ

る．信託収旅老金利並みに引上げること（小作料の兇

直､し）や、鴎罷旋盤憾備画諒を鯛地荒廃防止荻金とし

て活用し、信託而助老行わないと、農村の崩壊はさら

に拡大するであろう．

なお、本綴告の研究は文部肯科学研究画助成金（一

般Ｃ腰迦稀号62550137）の助成そ受けている．

＊Ｉ墾駄認識期＊２ヨズ調
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(図－４）事例２農地位置図，／

蕊室季；壷誉…
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農地位置図
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(図 ５）事例３

呈宅二号；呈麹区分１選五函

可① 百乗豆罰墓薄区霧 ;６５茅

、ｅｅｓ ｌ垣表豆濁星幕区填015茅
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●
一
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⑦③ 廻天豆周呂箔建逓思外 1279瀞

ｅ、③、 |壇天夏濁目扇弓用遠区埋外 2G羽儲

、② 白
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